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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　散薬を排出する薬剤フィーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フィーダから排出された
散薬を一服用分ずつ薬剤包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する分包作業を自動
的に実行する薬剤払出し装置において、
　薬剤容器から散薬を排出している間、薬剤フィーダからの散薬の排出量を監視し薬剤フ
ィーダから目標量の散薬を排出することが可能であり、
　薬剤フィーダからの散薬の過去の単位時間あたりの重量変化量を記憶し、
　前記記憶した過去の単位時間あたりの重量変化量に対して、現在の単位時間あたりの重
量変化量が通常の範囲を超えて増加する場合に、所定の動作を実行することを特徴とする
薬剤払出し装置。
【請求項２】
　散薬の排出量の監視は、当該散薬の単位時間あたりの重量変化を検出して行われること
を特徴とする請求項１に記載の薬剤払出し装置。
【請求項３】
　薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され、薬剤容器の重量を直接的
または間接的に測定する重量測定手段を有し、
　散薬の排出量の監視は、重量測定手段によって当該散薬の単位時間あたりの重量変化を
検出して行われることを特徴とする請求項１又は２に記載の薬剤払出し装置。
【請求項４】
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　散薬を排出する薬剤フィーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フィーダから排出された
散薬を一服用分ずつ薬剤包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する薬剤払出し装置
において、
　薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され、薬剤容器の重量を直接的
または間接的に測定する重量測定手段とを有し、
　単位時間当たりの重量変化から散薬の単位時間あたりの排出量を検出するものであり、
　薬剤容器から散薬を排出している間、薬剤フィーダからの散薬の排出量を監視し薬剤フ
ィーダから目標量の散薬を排出することが可能であり、
　薬剤フィーダからの散薬の過去の単位時間あたりの重量変化量を記憶し、
　前記記憶した過去の単位時間あたりの重量変化量に対して、現在の単位時間あたりの重
量変化量が通常の範囲を超えて増加する場合に、所定の動作を実行することを特徴とする
薬剤払出し装置。
【請求項５】
　薬剤フィーダから排出された実際の散薬量と、目標量とを比較する排出量比較機能を有
し、比較結果を表示する比較表示手段を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
かに記載の薬剤払出し装置。
【請求項６】
　動力によって回転される分配皿と、分配皿に投入された散薬を掻き出す掻出装置を有し
、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、分配皿上の散薬を掻出装置で掻き出して薬剤
包装装置に投入するものであり、
　前記分配皿を複数有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し終えた順に、分配皿上
の散薬を薬剤包装装置に投入することが可能であることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれかに記載の薬剤払出し装置。
【請求項７】
　薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され、前記薬剤容器は、容器載
置装置に対して着脱自在であり、
　複数の薬剤容器を設置して保管する容器保管部と、容器移動手段を有し、
　薬剤容器は、前記容器移動手段によって容器保管部から容器載置装置に搬送されて容器
載置装置に固定され、
　容器移動手段に不具合がある場合には、作業者の手によって外部から薬剤容器を搬入し
て容器載置装置に装着することが可能であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
に記載の薬剤払出し装置。
【請求項８】
　薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され、薬剤容器から薬剤が排出
されていることを光学的に確認する排出監視センサーを有し、容器載置装置は振動手段を
備え、薬剤容器を振動させて薬剤排出部から薬剤を少量ずつ排出するものであり、
　振動開始から排出監視センサーが薬剤の初期排出を検知するまでの初期振動強度と、初
期排出を検知した後の通常振動強度を異ならせることが可能であることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれかに記載の薬剤払出し装置。
【請求項９】
　薬剤投入溝を有し動力によって回転される分配皿と、分配皿に投入された散薬を掻き出
す掻出装置を有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、
　掻出装置を分配皿の薬剤投入溝に入れた状態で分配皿を回転して一定範囲の薬剤投入溝
に分布する散薬を寄せ集める集薬工程と、
　散薬を掻き出す掻出工程を行い、
　分配皿上の散薬を掻出装置で掻き出して薬剤包装装置に投入するものであり、
　掻出装置を分配皿の薬剤投入溝に入れて集薬工程を経ることなく掻出工程を実施し、そ
の後で集薬工程と掻出工程を一回又は複数回実施して一服用分の散薬を薬剤包装装置に投
入する分割掻き出しを行うことが可能であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか
に記載の薬剤払出し装置。
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【請求項１０】
　薬剤投入溝を有し動力によって回転される分配皿と、分配皿に投入された散薬を掻き出
す掻出装置を有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、
　掻出装置を分配皿の薬剤投入溝に入れた状態で分配皿を回転して一定範囲の薬剤投入溝
に分布する散薬を寄せ集める集薬工程と、
　散薬を掻き出す掻出工程を行い、
　分配皿上の散薬を掻出装置で掻き出して薬剤包装装置に投入するものであり、
　一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入するのに際して前記集薬工程と掻出工程を複数回
行うことが可能であり、
　掻出装置を分配皿の薬剤投入溝に入れて集薬工程を経ることなく掻出工程を実施し、そ
の後で集薬工程と掻出工程を複数回実施して一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入する分
割掻き出しを行うことが可能であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の
薬剤払出し装置。
【請求項１１】
　一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入するのに際して前記集薬工程と掻出工程を複数回
行う場合、最終回の集薬工程においては、分配皿の回転方向の移動量が他の回の集薬工程
よりも小さいことを特徴とする請求項９又は１０に記載の薬剤払出し装置。
【請求項１２】
　掻出装置は薬剤投入溝内で回転し、薬剤投入溝内に分布する散薬の内、一定の掻き出し
幅内にある散薬を掻き出すものであり、一服用分として掻き出されるべき散薬の分配皿の
分布領域が、前記掻き出し幅の２倍以上であることを条件の一つとして、分割掻き出しが
行われることを特徴とする請求項９乃至１１に記載の薬剤払出し装置。
【請求項１３】
　薬剤容器に充填された散薬を排出する薬剤フィーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フ
ィーダから排出された散薬を一服用分ずつ薬剤包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包
装する分包作業を自動的に実行する薬剤払出し装置において、
　薬剤容器は、取り外し可能な蓋を有し、
　薬剤フィーダから排出される散薬の単位時間当たりの排出量を監視し、
　前記散薬の単位時間当たりの排出量の変化より、薬剤容器から蓋が外れたことを検知す
ることを特徴とする薬剤払出し装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薬剤払出し装置に関するものであり、特に散薬を分配する分配皿を備えた薬剤
払出し装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　大病院や、大規模の薬局では、散薬分包機能を備えた薬剤払出し装置が導入されている
。旧来の薬剤払出し装置は、特許文献１に開示された様な構造であり、分配皿と粉体フィ
ーダが組み合わされたものである。
　旧来技術の薬剤払出し装置を使用して散薬を分包する作業は、医師の処方箋に従い、薬
剤師が装置を操作して行う。即ち薬剤師は、医師の処方箋を確認し、薬棚から、処方され
た散薬が入った薬瓶を取り出す。そして天秤等の秤を使用して処方された特定の散薬の総
重量を量り出す。
【０００３】
　そして量り出された散薬を粉体フィーダの投入ホッパに投入し、粉体フィーダのトラフ
を振動させる。また分配皿を一定の回転数で回転させる。
　投入ホッパに投入された散薬は、トラフが振動することによって、散薬はゆっくりと先
端側に移動し、分配皿の溝に落下する。
【０００４】
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　分配皿に対する散薬の落下が終了すると、分配皿の回転を停止する。そしてその後に、
掻出装置のディスクを分配皿の溝内に落とす。さらにその後、分配皿を分配個数に応じた
移動量（角度）だけ回転させる。そしてディスクを回転し、掻き板によって所定角度分の
散薬を分配皿の外に掻き出して、包装用ホッパに投入する。包装用ホッパから落下した散
薬は、包装装置で包装される。
【０００５】
　特許文献１に開示された旧来の薬剤払出し装置を使用すると、散薬を一服用分ずつ包装
する作業の大半を自動化することができるものの、人手に頼らざるを得ない工程が残って
おり、散薬の分包を完全に自動化できる装置であるとは言いがたい。
【０００６】
　そこで本出願人は、薬棚から所望の散薬が入った薬瓶を取り出す作業と、薬瓶から所定
量の散薬を量り出す作業を自動化した薬剤払出し装置を開発し、特許文献２に開示した。
　特許文献２に開示した薬剤払出し装置は、複数の薬剤容器を収容する容器保管部と、ロ
ボット（容器移動手段）を備えている。また分配皿の周囲には容器載置装置がある。容器
載置装置は、薬剤容器を振動させて薬剤容器から散薬を排出する機能と、薬剤容器の重量
を監視する機能を備えている。
　特許文献２に開示した薬剤払出し装置では、容器保管部に収容された薬剤容器から医師
の処方箋に合致した散薬が充填された薬剤容器を選び出し、ロボットで薬剤容器を取り出
して容器載置装置に載置する。
　そして容器載置装置を振動させて薬剤容器から散薬を排出すると共に、薬剤容器の重量
を監視し、間接的に薬剤容器から排出される散薬の重量を監視する。
　薬剤容器から所定量の散薬が排出されると、掻出装置を駆動して散薬を分配皿の外に掻
き出し、包装装置で包装する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－８５７０３号公報
【特許文献２】ＷＯ２０１５／０７６２６６　Ａ１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献２に開示した薬剤払出し装置によると、散薬の分包を略完全に自動化すること
ができる。
　特許文献２に開示した薬剤払出し装置を使用して散薬の分包を行う場合には、薬剤師は
必ずしも装置の動きを常時監視する必要はない。そのため散薬の分包中に、薬剤師が薬剤
払出し装置から離れる場合も想定される。
　薬剤師が目を離した隙に、思わぬ事態が発生する場合がある。
【０００９】
　例えば、薬剤容器の中で散薬が固着し、塊状態となっている場合がある。そして散薬の
塊がほぐれることなく、粒状のままで薬剤容器から排出されてしまい、分配皿に落下する
場合がある。
　この散薬が塊状のままで分配皿に落下すると、分配皿上の散薬分布が不均一となり、分
配皿上に配分むらができてしまう。
　この状態で掻き板によって散薬を分割して包装すると、包装中の薬剤量に多寡が生じて
しまう。
　また薬剤容器の蓋が外れて、大量の薬剤が分配皿上に投入されたり、蓋の重量を薬剤重
量と誤検知してしまう場合がある。
【００１０】
　また分配皿を使用せず、一服用分の散薬を薬剤容器から排出し、包装装置で包装する構
成も考えられるが、この場合でも包装中の薬剤量に多寡が生じてしまう。
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【００１１】
　本発明は従来技術の薬剤払出し装置を改良するものであり、包装中の散薬の量に過不足
が生じる原因となる事態を検知することができる薬剤払出し装置を提供することを課題と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するために開発された本発明の一つの態様は、散薬を排出する薬剤フ
ィーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フィーダから排出された散薬を一服用分ずつ薬剤
包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する分包作業を自動的に実行する薬剤払出し
装置において、薬剤容器から散薬を排出している間、薬剤フィーダからの散薬の排出量を
監視し薬剤フィーダから目標量の散薬を排出することが可能であり、薬剤フィーダからの
散薬の過去の単位時間あたりの重量変化量を記憶し、前記記憶した過去の単位時間あたり
の重量変化量に対して、現在の単位時間あたりの重量変化量が通常の範囲を超えて増加す
る場合に、所定の動作を実行する薬剤払出し装置である。
　好ましい態様は、散薬の排出量の監視は、当該散薬の単位時間あたりの重量変化を検出
して行われる薬剤払出し装置である。
　さらに好ましい態様は、薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され、
薬剤容器の重量を直接的または間接的に測定する重量測定手段を有し、散薬の排出量の監
視は、重量測定手段によって当該散薬の単位時間あたりの重量変化を検出して行われる薬
剤払出し装置である。
　上記の課題を解決するために開発された本発明の別の態様は、散薬を排出する薬剤フィ
ーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フィーダから排出された散薬を一服用分ずつ薬剤包
装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する薬剤払出し装置において、薬剤フィーダは
、薬剤容器と容器載置装置によって構成され、薬剤容器の重量を直接的または間接的に測
定する重量測定手段とを有し、単位時間当たりの重量変化から散薬の単位時間あたりの排
出量を検出するものであり、薬剤容器から散薬を排出している間、薬剤フィーダからの散
薬の排出量を監視し薬剤フィーダから目標量の散薬を排出することが可能であり、薬剤フ
ィーダからの散薬の過去の単位時間あたりの重量変化量を記憶し、前記記憶した過去の単
位時間あたりの重量変化量に対して、現在の単位時間あたりの重量変化量が通常の範囲を
超えて増加する場合に、所定の動作を実行する薬剤払出し装置である。
　上記の課題を解決するために開発された本発明の別の態様は、薬剤容器に充填された散
薬を排出する薬剤フィーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フィーダから排出された散薬
を一服用分ずつ薬剤包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する分包作業を自動的に
実行する薬剤払出し装置において、薬剤容器は、取り外し可能な蓋を有し、薬剤フィーダ
から排出される散薬の単位時間当たりの排出量を監視し、前記散薬の単位時間当たりの排
出量の変化より、薬剤容器から蓋が外れたことを検知する薬剤払出し装置である。
　上記の課題を解決するために開発された本発明の別の態様は、散薬を排出する薬剤フィ
ーダと、薬剤包装装置とを有し、薬剤フィーダから排出された散薬を一服用分ずつ薬剤包
装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する薬剤払出し装置において、薬剤フィーダか
らの散薬の排出量を監視し薬剤フィーダから目標量の散薬を排出することが可能であり、
薬剤フィーダからの散薬の単位時間あたりの排出量に一定以上のばらつきがあった場合に
、所定の動作を実行することを特徴とする薬剤払出し装置である。
【００１３】
　「所定の動作」としては、表示装置に警告等を表示したり、薬剤フィーダからの薬剤の
排出を停止する等が考えられる。
　本態様の薬剤払出し装置では、散薬の単位時間あたりの排出量に一定以上のばらつきが
あった場合に、所定の動作を実行する。そのため、散薬が塊状となって排出された様な事
態が発生したことを知ることができる。
【００１４】
　上記した態様において、散薬の排出中に当該散薬の単位時間あたりの排出量を検出し、
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当該検出値を基準排出量として記憶し、現在の散薬の単位時間あたりの排出量を前記基準
排出量と比較することが望ましい。
【００１５】
　上記した各態様において、薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され
、薬剤容器の重量を直接的または間接的に測定する重量測定手段を有し、重量測定手段に
よって薬剤の排出量を検知することが可能であり、散薬の排出中に薬剤容器の単位時間あ
たりの重量変化を検出し、当該重量変化の値を基準重量変化量として記憶し、現在の薬剤
容器の単位時間あたりの重量変化を前記基準重量変化量と比較することが望ましい。
【００１６】
　同様の課題を解決するもう一つの態様は、散薬を排出する薬剤フィーダと、薬剤包装装
置とを有し、薬剤フィーダから排出された散薬を一服用分ずつ薬剤包装装置に投入し、散
薬を一服用分ずつ包装する薬剤払出し装置において、薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載
置装置によって構成され、薬剤容器の重量を直接的または間接的に測定する重量測定手段
とを有し、単位時間当たりの重量変化から散薬の単位時間あたりの排出量を検出するもの
であり、薬剤フィーダからの散薬の排出量を常時監視し薬剤フィーダから目標量の散薬を
排出することが可能であり、薬剤フィーダからの散薬の単位時間あたりの排出量を記憶し
、薬剤フィーダからの散薬の排出中に急激な重量変化があり、記憶した単位時間あたりの
排出量と現在の単位時間あたりの排出量の間に通常の範囲を超える一定以上のばらつきが
あった場合に所定の動作を実行することを特徴とする薬剤払出し装置である。
【００１７】
　本態様においても、薬剤フィーダから散薬が塊状となって排出された様な事態を知るこ
とができる。
【００１８】
　上記した各態様において、薬剤フィーダから排出された実際の散薬量と、目標量とを比
較する排出量比較機能を有し、比較結果を表示する比較表示手段を有することが望ましい
。
【００１９】
　例えば目標量に対して実際の排出量が、多いか少ないかの表示を行う。どの程度の差が
あるかを表示することが望ましい。
　上記した各態様において、動力によって回転される分配皿と、分配皿に投入された散薬
を掻き出す掻出装置を有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、分配皿上の散薬を
掻出装置で掻き出して薬剤包装装置に投入するものであり、前記分配皿を複数有し、薬剤
フィーダから分配皿に散薬を供給し終えた順に、分配皿上の散薬を薬剤包装装置に投入す
ることが可能であることが望ましい。
【００２０】
　本態様によると、無駄な待ち時間が解消され、複数の薬剤分包作業を平行して実施する
場合における総作業時間を短縮することができる。また単位時間当たりの分包件数を増加
させることができる。
【００２１】
　上記した各態様において、薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され
、前記薬剤容器は、容器載置装置に対して着脱自在であり、複数の薬剤容器を設置して保
管する容器保管部と、容器移動手段を有し、薬剤容器は、前記容器移動手段によって容器
保管部から容器載置装置に搬送されて容器載置装置に固定され、容器移動手段に不具合が
ある場合には、作業者の手によって外部から薬剤容器を搬入して容器載置装置に装着する
ことが可能であることが望ましい。
【００２２】
　本態様によると、容器移動手段が故障した場合でも、薬剤の分包作業を行うことができ
る。
【００２３】
　上記した各態様において、薬剤フィーダは、薬剤容器と容器載置装置によって構成され
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、薬剤容器から薬剤が排出されていることを光学的に確認する排出監視センサーを有し、
容器載置装置は振動手段を備え、薬剤容器を振動させて薬剤排出部から薬剤を少量ずつ排
出するものであり、振動開始から排出監視センサーが薬剤の初期排出を検知するまでの初
期振動強度と、初期排出を検知した後の通常振動強度を異ならせることが可能であること
が望ましい。
【００２４】
　本態様によると、薬剤容器内の薬剤が、薬剤容器の薬剤排出口まで至る時間を短縮する
ことができる。
【００２５】
　上記した各態様において、薬剤投入溝を有し動力によって回転される分配皿と、分配皿
に投入された散薬を掻き出す掻出装置を有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、
掻出装置を分配皿の薬剤投入溝に入れた状態で分配皿を回転して一定範囲の薬剤投入溝に
分布する散薬を寄せ集める集薬工程と、散薬を掻き出す掻出工程を行い、分配皿上の散薬
を掻出装置で掻き出して薬剤包装装置に投入するものであり、掻出装置を分配皿の薬剤投
入溝に入れて集薬工程を経ることなく掻出工程を実施し、その後で集薬工程と掻出工程を
一回又は複数回実施して一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入する分割掻き出しを行うこ
とが可能であることが望ましい。
【００２６】
　上記した各態様において、薬剤投入溝を有し動力によって回転される分配皿と、分配皿
に投入された散薬を掻き出す掻出装置を有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、
掻出装置を分配皿の薬剤投入溝に入れた状態で分配皿を回転して一定範囲の薬剤投入溝に
分布する散薬を寄せ集める集薬工程と、散薬を掻き出す掻出工程を行い、分配皿上の散薬
を掻出装置で掻き出して薬剤包装装置に投入するものであり、一服用分の散薬を薬剤包装
装置に投入するのに際して前記集薬工程と掻出工程を複数回行うことが可能であり、掻出
装置を分配皿の薬剤投入溝に入れて集薬工程を経ることなく掻出工程を実施し、その後で
集薬工程と掻出工程を複数回実施して一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入することが可
能であることが望ましい。
【００２７】
　上記した各態様において、一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入するのに際して前記集
薬工程と掻出工程を複数回行う場合、最終回の集薬工程においては、分配皿の回転方向の
移動量が他の回の集薬工程よりも小さいことが望ましい。
【００２８】
　上記した各態様において、掻出装置は薬剤投入溝内で回転し、薬剤投入溝内に分布する
散薬の内、一定の掻き出し幅内にある散薬を掻き出すものであり、一服用分として掻き出
されるべき散薬の分配皿の分布領域が、前記掻き出し幅の２倍以上であることを条件の一
つとして、分割掻き出しが行われることが推奨される。
【００２９】
　また推奨される態様は、散薬を排出する薬剤フィーダと、動力によって回転される分配
皿と、分配皿に投入された散薬を掻き出す掻出装置と、一つの薬剤投入口と、一つの薬剤
包装装置とを有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、分配皿上の散薬を掻出装置
で掻き出して薬剤包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する薬剤払出し装置におい
て、前記分配皿を２基備え、一方の分配皿上の散薬を前記薬剤包装装置に投入する場合と
、他方の分配皿上の散薬を前記薬剤包装装置に投入する場合のそれぞれで、同じ前記薬剤
投入口に散薬を投入するものであり、第一の処方に基づく情報と、第二の処方に基づく情
報が入力され、一方の分配皿に対して第一の処方に基づく散薬供給が開始され、他方の分
配皿に対して第二の処方に基づく散薬供給が開始された後、先に薬剤フィーダから分配皿
に散薬を供給し終えた順に、分配皿上の散薬を薬剤包装装置に投入することが可能である
ことを特徴とする薬剤払出し装置である。
　また、この態様に関連する態様は、散薬を排出する薬剤フィーダと、動力によって回転
される分配皿と、分配皿に投入された散薬を掻き出す掻出装置と、薬剤包装装置とを有し
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、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し、分配皿上の散薬を掻出装置で掻き出して薬剤
包装装置に投入し、散薬を一服用分ずつ包装する薬剤払出し装置において、前記分配皿を
複数有し、薬剤フィーダから分配皿に散薬を供給し終えた順に、分配皿上の散薬を薬剤包
装装置に投入することが可能であることを特徴とする薬剤払出し装置である。
【００３０】
　また推奨される態様は、薬剤投入溝を有し動力によって回転される分配皿と、分配皿に
投入された散薬を掻き出す掻出装置と、分配皿に散薬を供給する散薬供給手段を有し、分
配皿を回転させた状態で散薬供給手段によって薬剤投入溝に散薬を供給し、掻出装置を分
配皿の薬剤投入溝に入れた状態で分配皿を回転して一定範囲の薬剤投入溝に分布する散薬
を寄せ集める集薬工程と、散薬を掻き出す掻出工程を行い、分配皿上の散薬を掻出装置で
掻き出して薬剤包装装置に投入するものであり、一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入す
るのに際して前記集薬工程と掻出工程を複数回行うことが可能であり、掻出装置を分配皿
の薬剤投入溝に入れて集薬工程を経ることなく掻出工程を実施し、その後で集薬工程と掻
出工程を一回又は複数回実施して合計で一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入することが
可能であることを特徴とする薬剤払出し装置である。
【００３１】
　また関連する態様は、薬剤投入溝を有し動力によって回転される分配皿と、分配皿に投
入された散薬を掻き出す掻出装置と、分配皿に散薬を供給する散薬供給手段を有し、分配
皿を回転させた状態で散薬供給手段によって薬剤投入溝に散薬を供給し、掻出装置を分配
皿の薬剤投入溝に入れた状態で分配皿を回転して一定範囲の薬剤投入溝に分布する散薬を
寄せ集める集薬工程と、散薬を掻き出す掻出工程を行い、分配皿上の散薬を掻出装置で掻
き出して薬剤包装装置に投入するものであり、一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入する
のに際して前記集薬工程と掻出工程を複数回行うことが可能であり、掻出装置を分配皿の
薬剤投入溝に入れて集薬工程を経ることなく掻出工程を実施し、その後で集薬工程と掻出
工程を複数回実施して一服用分の散薬を薬剤包装装置に投入することが可能であることを
特徴とする薬剤払出し装置である。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の薬剤払出し装置によると、包装中に適正量の散薬を収容することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態に係る薬剤払出し装置の斜視図である。
【図２】図１の本体装置の筐体を透過して示す斜視図である。
【図３】図２の薬剤分割領域を拡大して示す斜視図である。
【図４】薬剤フィーダの斜視図であり、薬剤容器が容器載置装置に載置された状態を示す
。
【図５】図４で示す薬剤容器の断面図であり、（ａ）は蓋部材が開いた状態を示し、（ｂ
）は蓋部材が閉じた状態を示す。
【図６】（ａ）（ｂ）は、開放型の薬剤容器を示す斜視図である。
【図７】集塵手段の概要を示す説明図である。
【図８】図１の薬剤払出し装置に設けられた薬剤容器仮置部の斜視図及び筐体内に設けら
れた清掃部の斜視図である。
【図９】図８に示す薬剤容器仮置部に薬剤容器を装着する際の中途過程を示す斜視図であ
る。
【図１０】図８に示す薬剤容器仮置部に薬剤容器を装着した状態を示す斜視図である。
【図１１】容器移動手段の移動軌跡を示す説明図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る薬剤払出し装置で採用する掻出装置の斜視図である。
【図１３】分配皿上に分布して散薬を掻出装置で排出際の工程を示す説明図であり、（ａ
）は工程の概要を図示するものであり、（ｂ）乃至（ｄ）は工程を追って図示するもので
ある。
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【図１４】分配皿上に分布して散薬を掻出装置で排出際の工程を示す説明図であり、（ｅ
）乃至（ｉ）は図１３に次ぐ工程を図示するものである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下さらに本発明の実施形態について説明する。
　最初に本実施形態の薬剤払出し装置１の基本構成について説明する。
　薬剤払出し装置１は、図１の様に本体部を構成する筐体１０と、操作表示部３を備えて
いる。
　薬剤払出し装置１には多数の薬剤容器４が収容されている。各薬剤容器４には散薬が充
填されている。薬剤払出し装置１は、操作表示部３を操作することにより、所望の薬剤容
器４を選び出し、薬剤容器４に収容された散薬を自動的に取り出して計量し、所定数に分
割して分包する装置である。
【００３５】
　薬剤払出し装置１は、筐体１０内に各種機器が内蔵されている。具体的には、図２で示
されるように、筐体１０の内部が容器配置領域１２、薬剤分割領域１３、薬剤包装領域１
４に区分されている。
【００３６】
　筐体１０の容器配置領域１２の外側壁面を形成する部分には、図１に示されるように、
扉部１６、及び小扉３３が設けられている。
【００３７】
　筐体１０の容器配置領域１２には、図２で示されるように、薬剤容器４を保持する容器
保管部２３が設けられている。
　容器保管部２３は、直立した姿勢で設置されたドラム部材２５を備えた装置である。
【００３８】
　ドラム部材２５の外周面には、複数の容器設置部が設けられており、この容器設置部に
薬剤容器４が保持される。薬剤容器４は、容器載置装置３６と組み合わされて薬剤フィー
ダ８を構成するものである。
【００３９】
　容器配置領域１２から薬剤分割領域１３に至る領域には、容器移動手段２８が設けられ
ている。容器移動手段２８は一種のロボットであり、アーム部３０と昇降機構３１及びハ
ンド部４７を有している。
【００４０】
　ハンド部４７には、薬剤容器４を吸着するための電磁石（図示せず）が設けられている
。またハンド部４７には、薬剤容器４の蓋部材７８の開閉状態を検知する開閉検知センサ
ー（図示せず）が設けられている。
【００４１】
　薬剤分割領域１３には、図３で示されるように、分配皿３５Ｒ、３５Ｌと、容器載置装
置（薬剤排出手段）３６と、掻出装置３７と、清掃装置３８と、薬剤投入口３９と、カメ
ラ部材（撮影装置）４０が設けられている。
　薬剤分割領域１３には、分配皿方式によって薬剤を所望の個数に分割する機器が配置さ
れている。
　本実施形態では、薬剤分割領域１３に分配皿３５Ｒ、３５Ｌが２個、並列して設置され
ている。
　分配皿３５Ｒ、３５Ｌの数は限定されるものではなく、一個であってもよいが、複数の
分配皿３５を有することが望ましい。
【００４２】
　それぞれの分配皿３５Ｒ、３５Ｌの周辺には、容器載置装置３６と、掻出装置３７と、
清掃装置３８が設けられている。具体的には、１つの分配皿３５に、３つの容器載置装置
３６と、１つの掻出装置３７と、１つの清掃装置３８が対応付けられている。
　掻出装置３７は、公知のそれと同様であり、掻出用アーム２６と掻出用アーム２６の先
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端に設けられた掻出機構２７によって構成されている。掻出機構２７は、動力によって回
転するディスク状の掻寄板５７と、掻出板５８を有している。
【００４３】
　図１２に示すように掻寄板５７は、薄板で作られた円盤である。
　掻出板５８は掻出部１００と仕切板１０１によって構成されている。仕切板１０１は掻
出部１００を挟んで掻寄板５７と平行に配された薄板であり、扇型に近い形状をしている
。
【００４４】
　掻出部１００は、ある程度の幅を有する部材であり、掻き出しゴムが装着されている。
掻出部１００は掻寄板５７と共に回転し、一定の掻き出し幅Ｗの間にある散薬を排出する
ものである。即ち掻寄板５７が薬剤投入溝３２内で回転すると、掻出部１００の幅に相当
する掻き出し幅Ｗ内に存在する散薬が掻き出される。
【００４５】
　分配皿３５の周辺であり、２つの分配皿３５の間には、薬剤包装領域１４に一包分ずつ
散薬を供給するための薬剤投入口３９が設けられている。なお、図２，３では、薬剤投入
口３９に蓋１７が設けられている。蓋１７は、薬剤投入口３９に薬剤を投入する際に、自
動的に開く。
　分配皿３５には、円環状に連続する薬剤投入溝３２が設けられている。分配皿３５は図
示しない回転機構によって、回転可能である。回転機構はモータを含んでいる。
【００４６】
　容器載置装置３６は、薬剤容器４と組み合わされて薬剤フィーダ８を構成するものであ
る。
　容器載置装置３６は、図４の様に、振動台５０と、重量測定手段（計量手段）５２とを
備えている。振動台５０には加振手段５１が設けられており、加振手段５１に通電するこ
とによって振動台５０が振動する。
【００４７】
　振動台５０には、薬剤容器４を保持するための容器保持手段が設けられている。なお、
本実施形態では、容器保持手段として磁石（電磁石　図示せず）を採用している。
　重量測定手段（排出量検知手段）５２は、薬剤容器４の重量を直接又は間接的に測定す
るものである。
【００４８】
　本実施形態では、容器載置装置３６に薬剤容器４を載置して薬剤容器４を振動させ、薬
剤容器４に収容された散薬を分配皿３５に排出することが可能である。そしてこの散薬の
排出に伴う薬剤容器４の重量変化を重量測定手段５２によって検知可能である。本実施形
態では、重量測定手段５２が排出量検知手段として機能し、薬剤容器４の重量変化によっ
て散薬の排出量が検出される。
【００４９】
　薬剤包装領域１４には、薬剤包装装置５３と、印字手段とが設けられている。
　薬剤包装装置５３は、薬剤を一包分ずつ包装するための機械であり、シート供給装置と
、シール装置によって形成されている。
【００５０】
　薬剤容器４は、外形が略直方体状の容器であり、内部に散薬を収容することができる。
薬剤容器４は、図４、図５の様に容器本体６と蓋７３によって構成されている。蓋７３は
容器本体６から取り外すことができる。本実施形態では、容器本体６から蓋７３を外して
容器本体６の一端側を大きく開口させ、散薬を充填する。
　また図５（ａ）の様に蓋７３には本体部に蓋部材７８が揺動可能に取り付けられており
、蓋部材７８を開いて一部を開口することができる。蓋部材７８を開くことによって形成
される開口（薬剤排出部）７２から内部の散薬を排出することができる。
　また薬剤容器４には、異なる二面にそれぞれ鉄板７０、７１が取り付けられている。一
方の面に設けられた鉄板７０は、アーム部３０で薬剤容器４を保持する際、アーム部３０
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の磁石に吸着させるための部分である。また、他方の面に設けられた鉄板７１は、後述す
る容器載置装置３６に設置するとき、容器載置装置３６の電磁石４１に吸着させるための
部分である。
【００５１】
　次に本実施形態の薬剤払出し装置１の基本的な動作について説明する。
　本実施形態の薬剤払出し装置１は、処方に関する情報が入力され、その情報に基づいて
散薬を一服用分ずつ包装する分包動作を実施することができる。
【００５２】
　即ち薬剤払出し装置１は、薬剤容器４を容器保管部２３に収容する動作、容器保管部２
３から薬剤容器４を取り出す動作、取り出した薬剤容器４を分配皿３５の近傍に移動させ
る動作、薬剤容器４を容器載置装置３６に載置して薬剤フィーダ８を構成させる動作、所
定量の薬剤を分配皿３５に投入する動作、分配皿３５から薬剤を一服用分ずつ薬剤包装装
置５３に供給する動作、薬剤容器４を容器保管部２３に戻す動作を自動的に行う。尚、こ
れらの各動作は、図示しない制御部によって制御される動作である。
【００５３】
　準備段階として、薬剤容器４に散薬が充填され、その幾つかが容器配置領域１２の容器
保管部２３に装着される。
【００５４】
　本実施形態の薬剤払出し装置１は、処方に関する情報が入力され、その情報に基づいて
分包作業が自動的に実行される。
【００５５】
　即ち本実施形態の薬剤払出し装置１では、処方に関する情報に基づいて、必要な散薬が
充填された薬剤容器４が選択され、容器移動手段２８によって必要な薬剤容器４が容器保
管部２３から容器載置装置３６に運搬される。
　そして振動台５０に内蔵された電磁石４１によって薬剤容器４が保持される。薬剤容器
４は、電磁石４１によって容器載置装置３６と一体化され、薬剤フィーダ８が構成される
。
　続いて加振手段５１に一定周波数の電流を通電して振動を発生させ、この振動によって
振動台５０を振動させる。
　また振動開始と前後して分配皿３５を回転させる。
【００５６】
　振動開始と前後して、薬剤容器４の重量が重量測定手段５２で測定される。薬剤容器４
の重量は、重量測定手段５２の検知重量から、一定値を引いたものである。
　振動台５０に設置直後の薬剤容器４の重量は、原重量Ｇとして記憶される。また薬剤容
器４の重量は、常時監視される。即ち薬剤容器４の現在の重量は、現重量ｇとして監視さ
れる。
【００５７】
　振動台５０が振動を開始すると、薬剤容器４が振動する。その結果、薬剤容器４に貯留
された散薬が、開口７２側に向かってゆっくりと移動し開口７２から排出されて落下する
。
【００５８】
　散薬が落下中であることは、薬剤容器４の重量が低下することによって確認される。ま
た散薬の排出量が重量測定手段５２で検知される。即ち本実施形態では、散薬が薬剤容器
４の開口７２から落下中においても、薬剤容器４の現在の重量（現重量ｇ）が、重量測定
手段５２によって監視され続けている。そして振動台５０に設置直後の薬剤容器４の原重
量Ｇと、現重量ｇとを比較し、散薬の落下量Ｈ（Ｇマイナスｇ）を常時演算している。
　そして散薬の総落下量Ｈが所望の重量となったところで、振動台５０の振動を停止する
。
　即ち重量測定手段５２が測定する薬剤容器４の現重量ｇが、重量測定手段５２によって
測定された振動開始前の原重量Ｇに対して所望の重量だけ少なくなり、薬剤フィーダ８か
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ら目標量の散薬が排出されると、振動台５０の振動を停止する。
【００５９】
　その後に分配皿３５の回転を停止する。そして、掻出装置３７の掻出用アーム２６を揺
動させ、先端側を降下させて掻出機構２７を下げ、掻出機構２７のディスク状の掻寄板５
７を分配皿３５の薬剤投入溝３２内に入れる。
　さらに分配皿３５を分配個数に応じた角度だけ回転させて、掻寄板５７にかき寄せる（
集薬工程）。続いて掻寄板５７を回転し、掻出板５８で散薬をすくい上げて分配皿３５か
ら排出し、薬剤投入口３９に薬剤を投入する（掻出工程）。
【００６０】
　原則的に一服用分の散薬を一回のかき寄とすくい上げによって薬剤投入口３９に薬剤を
投入するが、一服用分の散薬を、複数回のかき寄とすくい上げに分けて薬剤投入口３９に
薬剤を投入する場合もある。
【００６１】
　薬剤投入口３９に投入された薬剤は、散薬投入ホッパー（図７　７５）を落下して薬剤
包装装置５３に運ばれ、薬剤包装装置５３で包装される。
　この動作を順次繰り返し、分配皿３５内の薬剤を全て排出し、それぞれ薬剤包装装置５
３で包装される。
　またこれと平行して、容器移動手段２８が起動され、薬剤容器４が容器保管部２３のド
ラム部材２５に戻される。
【００６２】
　次に基本構成に付加した改良点について説明する。
（１）分配皿上の散薬分布のばらつき監視及び蓋取れの検知
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、分配皿３５上の散薬分布にばらつきが生じない様
に、薬剤容器４（薬剤フィーダ８）からの単位時間当たりの薬剤排出量を監視している。
また結果的に薬剤容器４の蓋取れを検知することもできる。
　前記した様に、本実施形態の薬剤払出し装置１では、散薬が薬剤容器４の開口７２から
落下中においても、薬剤容器４の現在の重量（現重量ｇ）が重量測定手段５２によって監
視され続けている。
【００６３】
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、薬剤容器４の重量変化の様子も監視している。そ
して散薬の排出中に、不規則な重量変化があった場合には、操作表示部３にそれを知らせ
る表示がなされる。
　例えば毎秒２グラムの割合で薬剤容器４の重量が安定して低下している状況の際に、一
秒当たり５グラムの重量低下があった様な場合の様に、薬剤フィーダ８からの散薬の排出
中に急激な重量変化があった場合、操作表示部３にそれを知らせる表示がなされる。
　また変化量が極端に大きい場合には、振動台５０の振動を停止し、薬剤容器４からの薬
剤の排出を中断する。
【００６４】
　また更には、分配作業を継続するか、中止するかを選択する表示を操作表示部３に表示
してもよい。
　分配作業の継続を選択した場合には、分配皿３５に既に分布している散薬を活用し、必
要に応じて、不足分を薬剤フィーダ８から追加供給する。
　分配中止を選択した場合には、既に分配皿３５に供給された散薬を回収することとなる
。
【００６５】
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、散薬の単位時間あたりの排出量に一定以上のばら
つきがあった場合に、前記した様な表示が行われることとなる。
　具体的には、排出量のばらつきを次の様に監視する。
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、振動台５０を振動させて、薬剤容器４から散薬を
排出している最中に、薬剤容器４の現在の重量を重量測定手段５２によって監視し、薬剤
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容器４の単位時間当たりの重量変化から散薬の単位時間あたりの排出量を検出している。
そして過去の単位時間あたりの排出量（薬剤容器４の重量変化）を図示しないメモリーに
一定時間の間、基準排出量として記憶している。
　そして現在の散薬の単位時間あたりの排出量を、記憶した基準排出量と比較する。その
結果、両者の間に通常のばらつき範囲を超える差異があった場合には、操作表示部３に所
定の表示がなされる。
【００６６】
　本実施形態では、薬剤の排出量のバラツキを監視するものであるが、その手段として、
薬剤容器４の重量変化を監視している。そのため例えば、振動台５０の振動によって、薬
剤容器４の蓋７３が、容器本体６から外れてしまった様な場合も検知することができる。
【００６７】
（２）排出量の誤差表示
　前記した様に、本実施形態の薬剤払出し装置１では、振動台５０に設置直後の薬剤容器
４の原重量Ｇと、現重量ｇとを比較し、散薬の落下量Ｈ（Ｇマイナスｇ）を常時演算し、
散薬の総落下量Ｈが所望の重量となったところで、振動台５０の振動を停止する。
　これに加えて、本実施形態の薬剤払出し装置１では、振動台５０の振動を停止した状態
における薬剤容器４の現重量ｇを再計量する。そして再計量した現重量ｇと、設置直後の
薬剤容器４の原重量Ｇを比較し、実際に薬剤容器４から排出された散薬の落下量Ｈ（Ｇマ
イナスｇ）を演算する。
　そして実際の散薬の落下量（排出量）Ｈと、目標量を比較し（排出量比較機能）、比較
結果を操作表示部（比較表示手段）３に表示する。
【００６８】
　表示する内容は、実際の散薬の落下量（排出量）Ｈが、目標量に対して適正量であるか
、過多であるか、過少であるかを表示する。
　表示は、「多い」「少ない」という様な文字表示や、これを図形化した記号によって行
う。また具体的な差を数値や割合で表示してもよい。例えばプラス０．０３グラム、マイ
ナス０．０２グラムという様な、具体的な重量を表示する。目標値に対して２パーセント
多い、という様な割合で表示してもよい。
　さらに作業者の注意を引くように、色分け表示を行ってもよい。例えば、実際の落下量
（排出量）Ｈと目標量との差が無視できない程度に大きい場合には、赤色表示で警告し、
許容範囲の差であるならば、黄色表示を行い、誤差の範囲と言える様な場合には青色表示
を行う。
　音声や光による警告等を伴っていてもよい。
【００６９】
　前記した薬剤容器４の現重量ｇの再計量を他の計量器で行ってもよい。例えば薬剤容器
４を当初載置されていた容器載置装置３６から他の容器載置装置３６に載せ替えて再計量
してもよい。或いは、再計量用の計量器を設けてもよい。
　また薬剤容器４に取り付けられたＲＦＩＤ等の情報記憶部材１８に重量の履歴等を記憶
し、散薬を排出する前の原重量Ｇと、現重量ｇを比較してもよい。
【００７０】
（３）蓋部材を開いた際における散薬の飛散量確認
　容器移動手段２８によって薬剤容器４を容器載置装置３６に設置し、薬剤容器４の蓋部
材７８を開いた際、蓋部材７８の周囲に付着していた散薬が、飛散して分配皿３５の上に
落下する場合がある。
　この状態から振動台５０の振動を開始して、振動開始からの重量変化を監視すると、蓋
部材７８を開いた際に分配皿３５に落下した散薬の重量は計量対象から外れてしまう。そ
のため分配皿３５に分布する散薬量が、演算量よりも多くなってしまう懸念がある。また
分配皿３５上の散薬分布にばらつきが生じてしまう懸念がある。
【００７１】
　本実施形態では、薬剤容器４の重量を厳密に測定することによって、薬剤容器４の蓋部
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材７８を開閉した際における散薬の飛散量を確認することができる。
　例えば、薬剤容器４の蓋部材７８を開いて、振動を開始する直前の薬剤容器４内の散薬
量を演算し、薬剤容器４に取り付けられた情報記憶部材１８に記憶された散薬の残量を比
較する。その差が大きい場合には、操作表示部３にそれを知らせる表示がなされる。
　また更には、分配作業を継続するか、中止するかを選択する表示を操作表示部３に表示
してもよい。
　振動を開始する直前の薬剤容器４内の散薬量は、例えば、振動を開始する直前の薬剤容
器４の重量から、空状態の薬剤容器４の重量を引くことによって知ることができる。
【００７２】
（４）配分中処方の追い抜き
　本実施形態の薬剤払出し装置１は、前記した様に分配皿３５を２基、備えている。
　前記した様に、本実施形態の薬剤払出し装置１は、第一の処方に基づく情報入力される
と、必要な散薬が充填された薬剤容器４が選択され、容器移動手段２８によって必要な薬
剤容器４が容器保管部２３から容器載置装置３６に運搬されて散薬が分配皿３５Ｒに供給
される。
　一方の分配皿３５Ｒに散薬を供給している最中に、新たに別の処方（第二の処方）に関
する情報が入力されると、必要な散薬が充填された薬剤容器４が選択され、他方の分配皿
３５Ｌに対して散薬が供給される。
【００７３】
　各分配皿３５Ｒ、３５Ｌに対する散薬の供給が終了すると、分配皿３５Ｒ、３５Ｌの回
転を停止し、掻出機構２７によって散薬をすくい上げて薬剤投入口３９に薬剤を投入する
こととなる。
　ここで本実施形態では、分配皿３５を２基備えているものの、薬剤投入口３９や薬剤包
装装置５３は、一台しかない。そのため、薬剤投入口３９に散薬を投入する順番を予め決
めておく必要がある。
　優先順位の決め方として次のＡ案、Ｂ案が考えられる。
　本実施形態では、Ａ案とＢ案のいずれかを選択することができる。
Ａ案：処方が入力された順に従う方法
Ｂ案：分配皿３５に対する散薬の供給が完了した順に行う方法
【００７４】
　例えば、第一の処方の後で第二の処方が入力されたが、第二の処方に基づく分配皿（第
二分配皿）３５Ｌに対する散薬の供給の方が、第一の処方に基づくものよりも先に終了し
た場合を想定する。
　Ａ案を選択すると、第二の処方に基づく分配皿（第二分配皿）３５Ｌへの散薬供給が終
了すると、その状態で作業を一時停止し、第一の処方に基づく分配皿（第一分配皿）３５
Ｒへの散薬供給の終了を待ち、さらに分配皿（第一分配皿）３５Ｒの散薬が全て薬剤投入
口３９に投入され終えるのを待つ。そして分配皿（第一分配皿）３５Ｒの散薬が全て薬剤
投入口３９に投入され終えた後で、第二の処方に基づく分配皿（第二分配皿）３５Ｌ内の
散薬を薬剤投入口３９に投入して包装する。
【００７５】
　これに対してＢ案を選択すれば、先に散薬の投入を終えた第二の処方に基づく分配皿（
第二分配皿）３５Ｌの散薬を薬剤投入口３９に投入して包装する。
　即ちＢ案によると、薬剤フィーダ８から分配皿３５に散薬を供給し終えた順に、分配皿
３５上の散薬が薬剤包装装置５３に投入される。
　Ｂ案によると、分包の待ち時間が少なく、一日の分包処理数を増加させることができる
。
【００７６】
（５）容器移動手段が故障した場合の対応
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、前記した様に、処方に関する情報に基づいて、必
要な散薬が充填された薬剤容器４が選択され、容器移動手段２８によって必要な薬剤容器
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４が容器保管部２３から容器載置装置３６に運搬される。
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、容器移動手段２８に何らかの不具合が生じた場合
には、操作表示部３にその旨が表示され、安全を確保するために、容器移動手段２８が停
止して通常の操作によっては動かない状態となる。
【００７７】
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、容器移動手段２８が機能を停止した状態に陥った
場合でも、使用者の手によって薬剤容器４を容器載置装置３６に装着し、分配を行うこと
ができる。
　例えば薬剤払出し装置１には、図１に示す様に正面ドア３４がある。使用者が手動で正
面ドア３４を開き、外部から薬剤払出し装置１内に薬剤容器４を挿入して容器載置装置３
６に装着してもよい。
　また図１に示す様に正面ドア３４には小扉３３があるので、小扉３３から薬剤容器４を
挿入して容器載置装置３６に装着してもよい。
【００７８】
　また作業性や安全性を向上させるために、正面ドア３４や小扉３３を動力によって開閉
する自動扉とすることも推奨される。
　使用者の手によって薬剤容器を容器載置装置３６に装着する場合には、図６の様な、開
放型の薬剤容器６０を使用してもよい。
【００７９】
（６）早期に初期排出を行う制御
　本実施形態では、振動台５０の振動周波数や振幅を変更することができる。
　散薬の排出初期は排出量が安定しないという問題や、散薬の種類によって薬剤容器４内
での挙動が異なるということから、容器載置装置３６の振動台５０の振動パターンを薬種
や排出時期、総排出量に応じて変更することができる。
　また本実施形態では、薬品が薬剤容器４の先端の開口７２に到達するまでの間、振動が
強められ、薬品が先端の開口７２に到達して散薬が落下しはじめると、通常の振動に移行
する。
　本実施形態では、散薬が落下しはじめたか否かを光学的に確認する排出監視センサーを
有している。
　本実施形態では、薬剤容器４から散薬が排出されていることを監視する監視カメラ４０
を有し、当該監視カメラ４０を排出監視センサーとして活用している。
【００８０】
　本実施形態では、監視カメラ４０が薬剤容器４からの散薬の落下を捉えるまでの間、振
動台５０は通常の場合に比べて強く振動する。
　本実施形態では、振動開始から排出監視センサーが薬剤の初期排出を検知するまでの初
期振動強度を、初期排出を検知した後の通常振動強度よりも強くし、開口７２に到達して
落下しはじめると、通常の振動に移行する。
　その結果、薬剤容器４内の散薬の移動速度が早められ、短時間で開口（薬剤排出部）７
２に到達する。
【００８１】
（７）分配皿の緩停止
　本実施形態では、薬剤容器４から目標量の散薬を排出し終えた後、分配皿３５を減速し
、一定以上の時間を掛けて分配皿をゆっくりと停止する。
　即ち目標量の散薬を排出し終えた後、分配皿３５を急制動するのではなく、分配皿３５
を回転するモータの回転数を序々に下げてゆき、停止に至らせる。
【００８２】
　停止させるまでに要する時間は、２秒以上であることが推奨され、より推奨されるのは
、３秒以上である。
【００８３】
　本方法によると、分配皿３５を停止する際の散薬に掛かる惰性が緩和される。そのため
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分配皿３５を停止する際に分配皿３５内の散薬が崩れず、散薬は分配皿３５内で一様に分
布した状態を維持する。
【００８４】
（８）集塵手段の集塵袋の収容余力の検知
　本実施形態では、図７に記載した様な集塵手段を有している。集塵手段は、公知のそれ
と同様、負圧を発生させて空気と共に塵を吸い込み、集塵袋４３に塵を集めるものである
。集塵手段は、図７の様に、薬剤投入口３９のホッパー７５に接続されている。また前記
した清掃装置３８にも接続されている。さらに図示しない手動ノズルを有し、必要に応じ
て手動で各部を清掃することができる。
　負圧を発生させる手段は、バキュームポンプ７６であり、具体的にはブロアの様な遠心
式の送風機であって、モータによって回転される。また塵を集める集塵袋４３が内蔵され
ている。
　本実施形態では、送風機のモータの回転数を検知し、モータの回転数が一定以上になる
と、集塵袋４３の収容余力が少なくなったものと判断して、集塵袋４３の取り替えを促す
表示を操作表示部３に表示する。
【００８５】
　またこれに代わって、モータに供給される電流を検知し、当該電流が一定以下となった
場合に、集塵袋４３の収容余力が少なくなったものと判断して、集塵袋４３の取り替えを
促す表示を操作表示部３に表示してもよい。
【００８６】
　この理由は、集塵袋４３の収容余力が少なくなって目詰まりすると、送風機が移動させ
る空気量が減少し、モータの仕事量が減少する。その結果、モータの回転数が上昇傾向と
なる。また電流値は低下傾向となる。
　そのためモータの回転数や電流を監視することにより、集塵袋４３の収容余力を推定す
ることができ、取り替え時期の到来を知ることができる。
【００８７】
（９）薬剤の使用期限管理
　本実施形態で採用する薬剤容器４には、ＲＦＩＤ等の情報記憶部材１８が取り付けられ
、薬剤容器４に内蔵された薬剤の情報が情報記憶部材１８に記憶されている。
　例えば、錠剤等の固形薬剤を粉砕し、散薬状にして服用させる場合がある。そして粉砕
した薬剤を薬剤容器４に収容し、本実施形態の薬剤払出し装置１で分包することもできる
。
　ここで、固形薬剤を粉砕して散薬状に再加工した薬剤の使用期限についての決まりは無
いが、固形状態の薬剤に比べると、早期に消費するべきである。
　そこで本実施形態では、情報記憶部材１８に固形剤を粉砕した日や本来の使用期限に関
する情報を記憶させている。
　あるいは、別途のデータベースに、当該薬剤容器４に収容された薬剤の使用すべき期限
に関連する情報が記憶されている。
　そして薬剤容器４に収容された薬剤を使用する際には、使用期限に関する注意を促す表
示が、操作表示部３に表示される。
【００８８】
　例えば固形剤を粉砕した散薬に関しては、固形剤の使用期限とは別に、薬局内で独自に
使用期限を定める。例えば保管日数の上限を定める。そして固形剤を粉砕した日時から算
出して、前記した保管日数を超えた散薬や、保管日数が近づいた散薬が収容された薬剤容
器４が容器保管部２３にある場合には、使用予定の有無に係わらず、操作表示部３にその
旨を表示する。
　また始業時等の様に、薬剤払出し装置１を起動した際や、該当する処方が発行されて入
力された場合に、操作表示部３に表示する。
　また操作表示部３にメッセージを表示し、薬剤師が確認した上で、当該散薬を使用する
か否かを判断できる様にする。
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【００８９】
（１０）薬剤容器仮置部
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、図８の様に、筐体１０内に薬剤容器仮置部８０、
８１が設けられている。
　一方の薬剤容器仮置部８０は、図８の様に扉部１６に設けられており、扉部１６を開く
ことによって筐体１０の外に突出する。扉部１６が閉じている場合には、薬剤容器仮置部
８０は、筐体１０内に収納される。
　もう一つの薬剤容器仮置部８１は、筐体１０の内壁に設置されている。
　薬剤容器仮置部８０、８１は、載置台８２と、係合レバー８３と、保持部材８５によっ
て構成されている。
　載置台８２は、背もたれ部８６と、台座部８７によって構成されている。
　載置台８２には薬剤容器４の重量を測定する重量測定手段（図示せず）が設けられてい
る。
【００９０】
　薬剤容器仮置部８０、８１の真上の位置に、掻き落とし部材９０（清掃部）が設けられ
ている。掻き落とし部材９０は、断面形状が容器本体６の形状に沿う凹部９１（容器接触
部）を有している。また凹部９１（容器接触部）の内側には吸引口９２が開いており、吸
引口９２は図示しない吸引装置に接続されている。
【００９１】
　扉部１６に設けられた薬剤容器仮置部８０には、蓋確認センサー９３が設けられている
。扉部１６に設けられた薬剤容器仮置部８０は、外部から筐体１０内に薬剤容器４を搬入
する際に薬剤容器４を仮置きする用途に使用される。
　薬剤容器仮置部８０に容器本体６を設置して容器本体６の初期重量が検知される。また
蓋確認センサー９３によって、容器本体６に蓋７３が正確に装着されているか否かを検知
することができる。
【００９２】
　筐体１０の内壁に取り付けられた薬剤容器仮置部８１は、薬剤容器４から散薬を排出す
る前や排出後に薬剤容器４の重量を確認する用途に使用される。
　前記した様に薬剤容器４は、人の手や容器移動手段２８のハンド部４７を利用して、薬
剤容器仮置部８１に取り付けられるが、容器移動手段２８を利用して、薬剤容器仮置部８
１に取り付ける際には、掻き落とし部材９０で薬剤容器４の側面を拭ってから容器載置装
置３６に取り付けることが望ましい。
【００９３】
　また散薬の排出を終えた薬剤容器４を容器保管部２３に戻す前に、薬剤容器４を薬剤容
器仮置部８１に設置して重量測定と清掃を行う。
　清掃作業は、図９、図１０の様に、容器移動手段２８で薬剤容器４の側面を掻き落とし
部材９０の凹部９１（容器接触部）に押し当て、薬剤容器４を下方又は上方にスライドさ
せる。また同時に図示しない吸引装置を起動させる。
　このとき図の様に、蓋部材７８は開いた状態とすることが推奨される。蓋部材７８を開
いた状態で清掃することにより、蓋部材７８の裏面（薬剤容器４の内側に向く面）等に残
った散薬の残渣を除去することができる。
【００９４】
（１１）薬剤容器の移動経路
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、容器移動手段２８によって薬剤容器４を移動させ
る。例えば容器移動手段２８によって必要な薬剤容器４が容器保管部２３から容器載置装
置３６に運搬される。
　ここで薬剤容器４の移動経路は任意である。
　一つの方策として、例えば最初の位置から目的位置に直線的に移動させることが考えら
れる。この方策は、移動に要する時間が短いという点で推奨される。
【００９５】
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　他の方策として、分配皿３５の上を迂回して目的地に移動させる方法がある。
　例えば、容器保管部２３から容器載置装置３６に向かって薬剤容器４を直線移動させる
と、多くの場合、薬剤容器４が分配皿３５の上を通過することとなる。ここで仮に、薬剤
容器４の外面に散薬が付着していたり、蓋部材７８の可動部に散薬が付着していると、薬
剤容器４が分配皿３５の上を通過する際に、散薬が分配皿３５上に落下する懸念がある。
　この問題を解決する方策として、分配皿３５の上を迂回して目的地に移動させる方法が
考えられる。
　本実施形態では、分配皿３５の上を迂回して目的地に移動させる方法が採用されている
。
【００９６】
　図１１は、容器移動手段２８の移動軌跡を示す説明図であり、右側の分配皿３５Ｒ側に
属する容器載置装置３６ａ、３６ｂ、３６ｃのいずれかに薬剤容器４を設置し、さらにそ
れを戻す際の薬剤容器４の通過軌跡を示している。
　本実施形態では、薬剤容器４を容器載置装置３６ａ、３６ｂ、３６ｃの上を通過させて
移動し、いずれかの容器載置装置３６ａ、３６ｂ、３６ｃに設置することにより、散薬が
分配皿３５上に落下することを防いでいる。薬剤容器４を容器載置装置３６ａ、３６ｂ、
３６ｃから容器保管部２３に戻す場合も同様であり、分配皿３５の上を迂回して運搬する
。
【００９７】
（１２）筐体内の換気
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、筐体１０に図示しないファンが設けられている。
ファンは正面ドア３４が開いている場合と、散薬を分配皿３５に供給したり、分割する等
の場合を除いて、原則的に常時運転される。
　ただし、筐体１０内の図示しない温度検知手段の検知温度と、図示しない外気温度検知
手段の検出値の差が小さい場合には、ファンを停止させる。
　また筐体１０内の温度を調節するヒータが省エネ運転されている場合にも。ファンを停
止させる。
　ファンを停止することによって、騒音の逓減効果と、消費電力の抑制効果が期待できる
。
【００９８】
（１３）容器移動手段の待機位置
　筐体１０の扉部１６や小扉３３が開かれると、安全を確保するために、容器移動手段２
８への通電が停止して通常の操作によっては動かない状態となる。
　扉部１６や小扉３３を閉じると、容器移動手段２８に電源が投入されて容器移動手段２
８は待機位置に戻る。即ち容器移動手段２８は原点確認の動作を行う。
　ここで本実施形態の薬剤払出し装置１では、待機位置（原点）が複数ある。本実施形態
では、扉部１６等が閉じられて容器移動手段２８が待機位置に戻る際、現状位置から近い
待機位置に移動する。
　そのため本実施形態の薬剤払出し装置１は、初期化動作に要する時間が短い。
【００９９】
（１４）残薬検知センサー
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、図３の様に分配皿３５の上部に残薬検知センサー
４８が設けられている。残薬検知センサー４８は、清掃後の分配皿３５に、散薬が残留し
ていないことを確認するためのセンサーである。
　残薬検知センサー４８は光学センサーであり、投光部と受光部が一体化されたものであ
る。
　残薬検知センサー４８では、投光部から分配皿３５に光を照射する。分配皿３５に汚れ
や残薬が無い場合は、投光部から照射された光は、分配皿３５の表面で正反射し、受光部
には戻らない。
　これに対して分配皿３５に汚れや残薬があれば、投光部から照射された光は、残薬等に
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当たって乱反射し、一部が残薬検知センサー４８の受光部に入光する。
　そのため照射部に汚れや残薬が有るか否かを検知することができる。
【０１００】
　本実施形態では、残薬検知センサー４８の投光部と受光部を、フィルター部材５６で覆
っている。フィルター部材５６は具体的には紫色系の樹脂板であり、さらに具体的には紫
色のアクリル板である。
【０１０１】
　紫色のフィルター部材５６を設けることにより、外乱光を遮蔽し、残薬検知センサー４
８のチャタリングや、誤検知を防ぐことができる。
　即ち薬剤払出し装置１の筐体１０は透明であり、透光性を有している。そのため室内に
設置されたＬＥＤ等の照明光が、筐体１０を透過して筐体１０内に入り、内部で乱反射し
て残薬検知センサー４８の受光部に入光し、チャタリングや誤検知が生じる場合がある。
　紫色のアクリル板は、ＬＥＤ照明等から発せられる波長の光を効率遮断することができ
、ＬＥＤ照明等から発せられる光が残薬検知センサー４８に入光することを防ぐことがで
きる。
【０１０２】
（１５）散薬の掻き寄せ（分割掻き出し）
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、一服用分の散薬を複数回のすくい上げ（掻出工程
）に分けて薬剤投入口３９に薬剤を投入することができる。
　本実施形態では、その際に特別の動作を行わせることができる。
【０１０３】
　例えば三回に分けて散薬を掻き寄せ、薬剤投入口３９に投入することができる。具体的
には、集薬工程を実行してその後に掻出工程を行い、これを三回繰り返して一服用分の散
薬を薬剤投入口３９に投入する。
　ここで本実施形態では、三回に分けて実施する集薬工程で、一回に集める散薬量は同一
ではなく、後の工程に行く程、少量となる様に設定されている。即ち後の工程に行く程、
分配皿３５の回転方向の移動量（回転角度）が小さい。
　また本実施形態では、一回目の集薬工程に先立って、掻出機構２７の掻寄板５７を分配
皿３５の薬剤投入溝３２内に入れ、分配皿３５を回転することなく、掻出板５８を回転し
て掻出板５８の近傍にある散薬をすくい上げて薬剤投入口３９に投入する初期投入工程を
行う。
【０１０４】
　以下、図１３、図１４を参照しつつ説明する。
　本実施形態では、分配皿３５の角度をエンコーダでパルス制御している。
　仮に一服用分の散薬量に相当する回転方向の移動量が５０００パルスであるとすると、
例えば図１３（ａ）の様に、３５００パルス分の集薬、９００パルス分の集薬、６００パ
ルス分の集薬に分けて集め、それぞれ排出する。
【０１０５】
　工程を追って説明すると、図１３（ｂ）の様に薬剤フィーダ８から目標量の散薬が排出
し、分配皿３５に均等に散薬が分布した状態で、掻出機構２７の掻寄板５７を分配皿３５
の薬剤投入溝３２内に入れる。
　そして図１３（ｃ）の様に分配皿３５を回転することなく、掻出板５８を回転して掻出
板５８の近傍にある散薬をすくい上げて薬剤投入口３９に投入する。即ち初期投入工程と
して一回目の掻出工程を行う。
　続いて一回目の集薬工程と二回目の掻出工程を行う。
　一回目の集薬工程においては、図１３（ｄ）の様に分配皿３５を３５００パルス回転し
て掻寄板５７の前に散薬をかき寄せ、図１４（ｅ）の様に掻出板５８を回転して散薬をす
くい上げて分配皿３５から排出し、薬剤投入口３９に薬剤を投入する。
　続く二回目の集薬工程においては、図１４（ｆ）分配皿３５を９００パルス回転して掻
寄板５７の前に散薬をかき寄せ、三回目の掻出工程として図１４（ｇ）の様に掻出板５８
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を回転して散薬をすくい上げて分配皿３５から排出し、薬剤投入口３９に薬剤を投入する
。
　最後の回の集薬工程（三回目）においては、図１４（ｈ）分配皿３５を６００パルス回
転して掻寄板５７の前に散薬をかき寄せ、四回目の掻出工程として図１４（ｉ）掻出板５
８を回転して散薬をすくい上げて分配皿３５から排出し、薬剤投入口３９に薬剤を投入す
る。
【０１０６】
　以上の工程によって、合計、一服用分の散薬を薬剤包装装置５３に送り、一包みに包装
される。
　以下、二包目、三包目も同様の手順によって一服用分の散薬を複数回に分けて薬剤包装
装置５３に送り、それぞれ一包みに包装される。
　本方法は、一服用分の散薬を薬剤投入口３９に薬剤を投入する一連の工程を、四回の掻
出工程と三回の集薬工程に分けて実行するものであり、分割掻き出しによって一服用分の
散薬を分配皿３５から排出するものである。
　本実施形態の方法（分割掻き出し）によると、掻き出しの際に散薬が零れ落ちることが
少なく、一包装に含まれる散薬量のばらつきが少ない。
【０１０７】
　特に、一服用分の掻き出しの内、最終回の掻出に対応する集薬工程（上記実施形態では
三回目）の分配皿３５の移動量を他の回の移動量よりも少なくすると、最終回の掻き出し
（四回目の掻出工程）の際に多くの散薬を掻きあげる必要がない。そのため続いて実施さ
れる一服用分の掻き出しの領域に、今回の散薬が零れ落ちて掻き残ることが少ない。その
ため本実施形態によると、一層の分配精度の向上を図ることができる。
【０１０８】
　本実施形態では、二包目以降も同様に一服用分の散薬を複数回に分けて薬剤包装装置５
３に送るが、二包目以降については、一回の掻き寄せによって一服用分の散薬を薬剤包装
装置５３に送ってもよい。
　また二包目以降については、初期投入工程を省略してもよい。
　本実施形態では、一服用分の散薬を３．５対０．９対０．６に分けて掻き寄せたが、掻
き寄せ量の割合は任意である。ただし、最終回の掻き寄せ量は、他の回に比べて少なくす
ることが推奨される。
　あるいは最終回の掻出工程においては、掻寄板５７を通常よりもゆっくりと回転するこ
とも推奨される。
【０１０９】
　以上説明した分割掻き出しは、一回目の掻出工程、一回目の集薬工程、二回目の掻出工
程、二回目の集薬工程、三回目の掻出工程、三回目の集薬工程、四回目の掻出工程を経て
一服用分の散薬を排出するものであるが、掻出工程と集薬工程の回数は任意である。最も
工程数が少ない場合の例は、一回目の掻出工程、一回目の集薬工程、二回目の掻出工程に
よって一服用分の散薬を排出する場合である。
　分割掻き出しは、少なくとも一回の集薬工程によって散薬を掻寄板５７の前に寄せ集め
る必要があるから、分配皿３６上における一服用分に相当する散薬の分布領域が過度に少
ない場合に適用しにくい。
【０１１０】
　そのため分割掻き出しは、一服用分として掻き出されるべき散薬の分配皿の分布領域が
、掻出部１００の幅に相当する掻き出し幅の２倍以上である場合に実行されることが推奨
される。即ち一服用分として掻き出されるべき散薬の分配皿の分布領域が掻出部１００の
幅に相当する掻き出し幅の２倍以上である場合に分割掻き出しを行えば、より高精度の散
薬分配を行うことができる。
【０１１１】
（１６）散薬排出モードの選択
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、分割皿３５の散薬を排出する方法として、次の方
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法を選択することができる。
Ａ：通常排出モード
Ｂ：全分割掻き出しモード
Ｃ：一部分割掻き出しモード
【０１１２】
　「通常排出モード」は、一服用分の散薬を一回の集薬工程と一回の掻出工程によって分
配皿３５から排出する排出モードである。
　通常排出モードは、分配皿３５上の散薬を全て排出するのに要する時間が短く、スピー
ド重視の排出モードである。
【０１１３】
　「全分割掻き出しモード」全ての分包を分割掻き出しによって行う排出モードである。
　全分割掻き出しモードは、一服用分の散薬の量が多い場合や、散薬をより精密に分包し
たい場合に選択される排出モードである。
　全分割掻き出しモードは、一服用分に対応する分配皿の移動量（回転量）がある程度多
い場合に推奨される掻き出しモードであり、この様な場合に実施すると、より高精度の散
薬分配を実行することができる。
限って行われる。
　「全分割掻き出しモード」は、一服用分として掻き出されるべき散薬の分配皿３５の分
布領域が、掻出部１００の幅に相当する掻き出し幅の２倍以上であることを条件の一つと
して選択可能となる。
【０１１４】
　「一部分割掻き出しモード」は、一部の分包を分割掻き出しモードで行う排出モードで
ある。
　例えば一包目の散薬を分割掻き出しによって分配皿３５から排出し、二包目以降は、一
服用分の散薬を一回の集薬工程と一回の掻出工程によって分配皿３５から排出する。
【０１１５】
　排出モードの切り替えは、薬剤師の判断によって行ってもよいし、自動的に選択しても
よい。例えば、一回の服用量が一定量を超える場合には自動的に全分割掻き出しモードが
選択される様な制御プログラムを有していてもよい。
【０１１６】
　また選択肢として、例えば「スピード重視」とか、「精度重視」という様な区別をし、
「スピード重視」が選択された場合には通常排出モードが実行され、「精度重視」が選択
された場合には全分割掻き出しモードや一部分割掻き出しモードが実行されてもよい。
【０１１７】
（１７）分配皿の回転速度の自動設定
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、分配皿３５の回転速度を変更することができる。
特に本実施形態の薬剤払出し装置１では、散薬の性状に応じて散薬落下時における分配皿
３５の回転速度が自動的に変更される。また分配皿３５を分配個数に応じた角度だけ回転
させて、掻寄板５７にかき寄せる（集薬工程）際における分配皿３５の回転速度を散薬の
性状に応じて自動的に変更することも推奨される。さらに掻出装置３７の掻寄板５７の回
転速度を散薬の性状に応じて自動的に変更してもよい。
　散薬の性状は、例えば外部の記憶手段に記憶され、処方に関する情報の一つとして薬剤
払出し装置１に入力される。
　変形例として、処方される散薬の粒径を判別する粒径判別手段を設け、当該粒径判別手
段の判定に応じて、分配皿３５の回転速度が自動的に設定されるものとすることも考えら
れる。
【０１１８】
　粒径判別手段としては、容器載置装置３６の近傍に光学的な散薬落下センサーを設け、
当該散薬落下センサーが検知する散薬の落下状態により粒径を判別する方法が考えられる
。
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　上記した散薬落下センサーは、薬剤容器４から分配皿３５に散薬が落下中であるか否か
を検知するものであり、例えば、透光型の光センサーや反射型の光センサーを採用するこ
とができる。
　散薬落下センサーは、散薬の落下経路に光を当て、光の透過状態や反射状態によって散
薬が落下しているか否かを判断する。
　ここで本発明者らの研究によると、薬剤容器４から散薬が落下する初期においては、散
薬の粒径によって散薬落下センサーの検知状態が異なる。即ち散薬の排出初期は排出量が
安定しない場合が多いが、散薬の粒径によって不安定さが異なる傾向がある。
　散薬の粒径が大きい場合には、散薬の検知と不検知が小刻みに繰り返される。即ち散薬
の粒径が大きい場合には、散薬を検知しているＯＮ状態と、検知していないＯＦＦ状態が
小刻みに変わる。
　これに対して、散薬の粒径が小さい場合には、粒径が小さい場合に比べて、散薬を検知
しているＯＮ状態の時間が比較的長い。
【０１１９】
　前記した「早期に初期排出を行う制御」を採用し、薬品が薬剤容器４の先端の開口７２
に到達するまでの間、振動が強められ、薬品が先端の開口７２に到達して散薬が落下しは
じめると、通常の振動に移行する構成とする場合には、通常の振動に移行する前の散薬落
下センサーの検知状態を監視して散薬の粒径を判断することが望ましい。
【０１２０】
（１８）開放型の薬剤容器を使用する際の制御
　上記した薬剤払出し装置１は、容器保管部２３から薬剤容器４を取り出す動作、取り出
した薬剤容器４を分配皿３５の近傍に移動させる動作、薬剤容器４を容器載置装置３６に
載置して薬剤フィーダ８を構成させる動作、所定量の薬剤を分配皿３５に供給する動作、
分配皿３５から薬剤を一服用分ずつ薬剤包装装置５３に供給する動作、薬剤容器４を容器
保管部２３に戻す動作を自動的に行うことができる。以下、この一連の動作を密閉型の薬
剤容器４を使用する完全自動分包動作と称する。
　また薬剤払出し装置１は、図６に示す様な開放型の薬剤容器６０を使用することもでき
る。薬剤容器６０を使用する場合には、外部で所定量の散薬を秤量して薬剤容器６０に投
入し、小扉３３を開いて筐体１０内の容器載置装置３６に薬剤容器６０を載置する。そし
て振動台５０を振動させて薬剤容器６０から分配皿３５に薬剤容器６０内の散薬を全て散
薬を落下させる。
　散薬を排出し終えた薬剤容器６０は、筐体１０から取り出す。
　薬剤容器６０を容器載置装置３６に載置する作業及び薬剤容器６０を筐体１０から取り
出す作業は、いずれも手作業によって行われる。以下、薬剤容器６０を使用する場合の一
連の動作を開放型の薬剤容器６０を使用する半自動分包動作と称する。
【０１２１】
　半自動分包動作においては、薬剤容器６０からの散薬の落下が終わると、手作業によっ
て薬剤容器６０を筐体１０から取り出すまでの間、薬剤払出し装置１の動作が停止される
。
【０１２２】
　また、薬剤払出し装置１における分包作業は、薬剤払出し装置１に入力された処方情報
の順に実施される。
　この様に、薬剤払出し装置１に入力された順に分包動作を実施すると、開放型の薬剤容
器６０を使用して、薬剤容器６０から分配皿３５に散薬を供給し終えた場合、筐体１０か
ら使用済みの薬剤容器６０を取り出すまで、次の処方に基づく処理を行うことができない
という不満がある。
【０１２３】
　例えば、次の様な第一の処方、第二の処方、第三の処方に関する情報が順番に入力され
たと仮定する。
第一の処方
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　Ａ薬剤（半自動分包　開放型の薬剤容器６０を使用）
　Ｂ薬剤（完全自動分包可能　密閉型の薬剤容器４を使用）
第二の処方
　Ｂ薬剤（完全自動分包可能　密閉型の薬剤容器４を使用）
　Ｃ薬剤（完全自動分包可能　密閉型の薬剤容器４を使用）
　Ｄ薬剤（完全自動分包可能　密閉型の薬剤容器４を使用）
第三の処方
　Ｂ薬剤（完全自動分包可能　密閉型の薬剤容器４を使用）
　Ｃ薬剤（完全自動分包可能　密閉型の薬剤容器４を使用）
【０１２４】
　上記した薬剤払出し装置１は、１つの分配皿３５に対して、容器載置装置３６が３台設
置されており、３個の薬剤容器４から分配皿３５に散薬を落下させることができる。
　上記した設例では、第一の処方では、Ａ薬剤とＢ薬剤が処方されており、容器載置装置
３６を２台使用する。第二の処方では、Ｂ薬剤とＣ薬剤とＤ薬剤が処方されており、容器
載置装置３６を３台使用する。第三の処方では、Ｂ薬剤とＣ薬剤が処方されており、容器
載置装置３６を２台使用する。
【０１２５】
　ここで第一の処方に基づいて分配皿３５に散薬を供給した後、開放型の薬剤容器６０を
取り出すのを失念すると、次の第二の処方に基づく処理を開始することができない。
　即ち上記した薬剤払出し装置１は、１つの分配皿３５に対して、容器載置装置３６が３
台設置されており、３個の薬剤容器４から分配皿３５に散薬を供給することができる。し
かしながら、第一の処方の処理が終了した段階で、一台の容器載置装置３６に開放型の薬
剤容器６０が残っている。
　これに対して第二の処方は、Ａ薬剤、Ｂ薬剤、Ｃ薬剤が処方されているので、容器載置
装置３６を３台使用する必要があるが、１台の容器載置装置３６に開放型の薬剤容器６０
が残っているため、容器載置装置３６を２台しか使用することができず、第二の処方を処
理することができない。
【０１２６】
　これに対する対策として、処方の処理順序を自動的に入れ替えて、処理可能な処方を実
施する制御を採用することが考えられる。
　即ち、通常の場合は、薬剤払出し装置１に入力された順に分包動作を実施する。
　途中に開放型の薬剤容器６０を使用する半自動分包動作が実施され、且つ容器載置装置
３６に開放型の薬剤容器６０が残っている場合には、第二の処方の処理を後回しにして第
三の処方の処理を実施する。
　即ち、容器載置装置３６に薬剤容器４、６０があるか否かを検知する。言い換えると、
使用可能な容器載置装置３６の数を検知し、使用可能な容器載置装置３６だけで必要な散
薬を分配皿３５に供給できる処方情報を選択して分包処理を行う。
　この制御方法を採用すれば、薬剤払出し装置１の停止時間を短縮することができ、一日
の処理件数を増加させることができる。
【０１２７】
（１９）薬剤容器の容器載置装置への載置順
　前記した様に、薬剤払出し装置１は、１つの分配皿３５に対して、容器載置装置３６が
３台設置されており、３個の薬剤容器４から分配皿３５に散薬を落下させることができる
。例えば容器保管部２３からＥ薬剤が充填された薬剤容器４を取り出し、当該薬剤容器４
を一つの容器載置装置３６に載置して振動台５０を振動させ、薬剤容器４から分配皿３５
にＥ薬剤を落下させる。
　この間に、容器保管部２３からＦ薬剤が充填された薬剤容器４を取り出し、当該薬剤容
器４を空いている容器載置装置３６に載置しＦ薬剤の落下を開始する。
　さらにこの間に、容器保管部２３からＧ薬剤が充填された薬剤容器４を取り出し、当該
薬剤容器４を空いている容器載置装置３６に載置しＧ薬剤の落下を開始する。
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【０１２８】
　ここで、薬剤容器４の容器載置装置３６への載置順は、処方される散薬の総量が多い順
となっている。即ち処方される散薬の総量が多い程、必要量を分配皿３５に供給し終える
のに要する時間が長いと予想される。そこで供給し終えるのに要する時間が長い散薬が充
填された薬剤容器４を最初に容器載置装置３６に載置し、早い時期に散薬の落下を開始す
ることによって、全ての散薬（Ｅ薬剤、Ｆ薬剤、Ｇ薬）の落下が終了し終えるのに要する
時間を短縮することができる。
【０１２９】
　しかしながら、一定量の散薬を薬剤容器４から落下させるのに要する時間は、全ての種
類の散薬で同じではなく、薬剤容器４から排出されやすい散薬もあれば排出され難い散薬
もある。
　そのため落下させる総量が少なくても、必要量の散薬を落下させるのに長い時間を有す
る散薬もある。この様な散薬に対して柔軟に対応できる様に、薬剤容器４の容器載置装置
３６への載置順を、使用者が任意に設定できる様にしてもよい。
　また散薬別に係数を付け、当該係数と処方される散薬の総量を加味して薬剤容器の容器
載置装置への載置順を自動設定する構成を採用してもよい。また単に、散薬別や、薬剤容
器４別に優先順位を設定し、優先順位が高いものから順番に薬剤容器４を容器載置装置３
６に設置してもよい。
【０１３０】
（２０）欠品表示
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、所定の操作をすることによって、操作表示部３に
薬剤容器４内の散薬の残量を表示することができる。
　例えば、操作表示部３を操作して、特定の薬剤容器４の情報を呼び出す。薬剤容器４の
情報には、内部の散薬の残量が含まれている。
　また本実施形態の薬剤払出し装置１では、操作表示部３を操作して残量が少くなった薬
剤容器４を検索することができる。
　例えば、各薬剤容器４内の残量に閾値を設定し、当該閾値以下となった薬剤容器４だけ
を選択して操作表示部３に表示させることができる。
　さらに操作表示部３を操作することなく、散薬の残量が閾値以下となった薬剤容器４の
番号等を操作表示部３に表示させてもよい。即ち一つの処方に対する処理が終了した後、
薬剤容器４内の散薬の残量が閾値以下となった場合、特段の操作をせずとも自動的に操作
表示部３に報知され、残量が少なくなってしまった薬剤容器４が特定される。
【０１３１】
（２１）少量処方の場合の処理
　例えば幼児に対する処方では、処方される散薬の量が少ない場合がある。これに対して
、薬剤払出し装置１では、分配皿３５に供給する個々の散薬の量に下限がある。そのため
、処方箋に記載された散薬の中に、総量が下限未満の散薬が含まれている場合には、原則
として分包を行うことができない。
　即ち薬剤払出し装置１では、分配皿３５を回転しつつ、分配皿３５に散薬を落下させ、
薬剤投入溝３２に散薬を均等に分散させるものであるが、薬剤の量が過度に少ない場合に
は、薬剤投入溝３２に散薬を均等に分散させることが困難である。
【０１３２】
　本実施形態では、散薬の総量が少ない場合には、下限以上の散薬を分配皿３５に落下さ
せる。そして分配皿３５内の散薬を必要個数より多数に分割し、個々の包装に含まれる散
薬の量を処方の用法の量に合わせる。
　例えば、Ｈ薬剤を一包中に０．１グラム包装し、これを３包作る必要があると仮定する
。一方、分包可能な散薬の下限が０．５グラムであると仮定する。
　この様な場合であるならば、薬剤容器４から散薬を０．５グラム落下させ、分配皿３５
に分散させる。
【０１３３】
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　そして分配皿３５に分散された散薬を５分割し、薬剤投入口３９に投入して、１包装あ
たり０．１グラムの薬包を５個作る。
　そして患者に対して、３包装を手渡す。残る２包装は、廃棄又は、包装を破って散薬を
取り出し、元の薬剤容器４に戻す。
　以下、必要以上に作られた薬剤包装を「捨て包」と称する。
【０１３４】
　ここで本実施形態の薬剤払出し装置１では、患者に投薬する前の最終鑑査の際に誤りが
起きない様に、次の工夫が成されている。
（Ａ）調剤記録用紙に捨て包の数を表示
　薬剤払出し装置１又は薬剤払出し装置１に繋がる制御装置から、調剤記録用紙がプリン
トアウトされる。この調剤記録用紙に、患者に手渡すべき薬剤包装の数と、捨て包の数が
表示される。
（Ｂ）薬剤包装に「捨て包」である旨の印字
　薬剤払出し装置１の薬剤包装領域１４には、前記した様に印字手段が設けられている
。そして印字手段によって、個々の薬剤包装に患者名等が印字される。
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、捨て包の薬剤包装に「捨て包」であることを示す
文字や記号等が印刷される。
【０１３５】
　またさらに本実施形態では、捨て包に、内部の散薬の種類と、元の薬剤容器４を特定す
る文字や記号が印字される。また捨て包内の散薬が一種類であるか、複数種類であるかを
区別する文字や記号も印字される。
例えば図示しないが、従来から薬剤払い出し装置には、薬剤包装にペンで自動でラインを
引く装置が搭載されており、当該自動ライン引き装置によって、単一の種類の薬品か、複
数の薬剤が混合された薬剤であるかが判別できるよう、異なる色のラインを薬剤分包に施
しても良い。
　また例えば元の薬剤容器４や、薬剤瓶を特定するバーコード等の読み取り可能なコード
が薬剤包装に印字される。
　捨て包内に複数の散薬が混在している場合には、再利用不能であるから廃棄することと
なる。捨て包内の散薬が一種類であるならば、再利用不能であるから必要に応じて散薬を
特定の薬剤容器４等に戻す。この場合、コードリーダで薬剤包装のコードを読み取る。そ
して読み取られたコードを利用して薬剤容器４を特定し、当該薬剤容器４に捨て包内の散
薬を戻す。
【０１３６】
（２２）使用量等の表示
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、内部に容器保管部２３があり、当該容器保管部２
３に薬剤容器４が多数保持されている。
　薬剤払出し装置１では原則として薬剤払出し装置１に収容されている薬剤容器４を容器
移動手段２８によって容器載置装置３６に移動し、当該薬剤容器４から分配皿３５に散薬
が供給される。
　その一方、本実施形態の薬剤払出し装置１は外部に保管された薬剤容器４を手動又は容
器移動手段２８よって容器載置装置３６に移動し、外部に保管されていた薬剤容器４から
分配皿３５に散薬を落下させることもできる。
【０１３７】
　また本実施形態の薬剤払出し装置１では、操作表示部３を操作し、一定期間内における
散薬の消費量を薬種ごとに表示させることができる。さらに所定の条件に基づいてそれを
並べ替えることもできる。
　例えば、一定期間内における消費量が多い順に並べて表示することができる。あるいは
処方された回数の多い順に並べて表示することもできる。さらに当該薬剤がどの薬剤容器
４に収容されているのかを表示することもできる。このとき、当該薬剤容器４の居場所を
表示することもできる。
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　即ち薬剤払出し装置１では、原則として薬剤払出し装置１に収容されている薬剤容器４
から分配皿３５に散薬を落下させるが、外部の棚等に保管された薬剤容器４を手動又は容
器移動手段２８によって容器載置装置３６に移動し、外部に保管されていた薬剤容器４か
ら分配皿３５に散薬が落下させることもできる。
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、所定の条件で並べ替えられた薬剤が、どの薬剤容
器４に収容されたものであり、さらに当該薬剤容器４が、薬剤払出し装置１内の容器保管
部２３に保持されているのか、或いは外部の棚等に保管されているのかを表示することが
できる。
【０１３８】
　本実施形態によると、使用頻度の高い薬剤容器４がどれであるのかを知ることができる
。そのため、例えば使用頻度が低い薬剤容器４が薬剤払出し装置１内にあり、使用頻度が
高い薬剤容器４が薬剤払出し装置１の外にあるならば、両者を入れ替え、使用頻度の高い
薬剤容器４を薬剤払出し装置１内に収容することができる。
【０１３９】
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、各薬剤容器４内の散薬の残量が監視されている。
そして薬剤容器４内の散薬の残量が一定の閾値以下に減少すると、操作表示部３にその旨
が表示される。即ち、薬剤容器４と、散薬の種類が特定されて操作表示部３に所定の「欠
品予告」が表示される。また所定の充填案内が表示される。
　具体的には、残量が低下した薬剤容器４と、薬剤容器４に収容すべき散薬の名称等が充
填案内として表示される。
【０１４０】
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、薬剤容器４から分配皿３５に散薬が供給している
際に薬剤容器４内の散薬が不足してしまうことを防ぐため、操作表示部３に欠品予告が表
示されると、使用者が所定の処理をするまで次の処方に基づく分包動作が中断される。
　具体的には、一つの処方に基づいて分包動作が実施された後、操作表示部３に欠品予告
が表示されると、使用者がそれを手動で解除するまで次の処方に基づく分包動作が始まら
ない。
【０１４１】
　本実施形態の薬剤払出し装置１では、初期設定あるいはユーザー設定として、操作表示
部３に欠品予告が表示された際における取り得る処置を次の４種類から選択することがで
きる。
（Ａ）「欠品予告」が表示された場合、使用者がそれを手動で解除することにより、次の
処方に基づく分包動作が可能となる。
（Ｂ）「欠品予告」が表示された場合、「欠品予告」の対象となった薬剤容器４に所定の
散薬を充填し、容器保管部２３に薬剤容器４を戻したことを条件として次の処方に基づく
分包動作が可能となる。
（Ｃ）「欠品予告」を一定時間表示し、その間に使用者が「欠品予告」を手動で解除しな
かった場合には、次の処方に基づく分包動作が可能となる。ただし「欠品予告」の対象と
なった薬剤容器４を使用する処方情報は、特定のメモリ領域に「欠品処方一覧」として移
動され、通常の処理順序から外される。
（Ｄ）「欠品予告」が表示された場合であっても、充填案内を表示することなく次の処方
に基づく分包動作が可能となる。ただし「欠品予告」の対象となった薬剤容器４を使用す
る処方情報は、特定のメモリ領域に「欠品処方一覧」として移動され、通常の処理順序か
ら外される。
【０１４２】
　上記したＣ以下の設定を採用した場合には、分包動作の中断時間が過度に長くなること
を防ぐことができる。
　即ちＡの様に「欠品予告」が表示された場合に使用者がそれを手動で解除することを条
件として次の処方に基づく分包動作が可能となったり、Ｂの様に「欠品予告」の対象とな
った薬剤容器４に所定の散薬を追加充填したことを条件として次の処方に基づく分包動作
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間が長くなってしまう場合がある。
　これに対してＣ以下の設定を採用した場合には、使用者が「欠品予告」に気づかなくて
も、次の処方に基づく分包動作を開始することができるから、分包動作の中断時間が過度
に長くなることを防ぐことができる。
【０１４３】
　「欠品処方一覧」として移動された処方についての取り扱いは、初期設定あるいはユー
ザー設定として、次の２種類から選択することができる。
（Ａ）「欠品予告」の対象となった薬剤容器４に所定の散薬を充填し、容器保管部２３に
薬剤容器４を戻したことを契機として当該処方に基づく情報が「欠品処方一覧」から元の
メモリ領域に戻され、処方の受信時間が早い順に分包動作が開始される。
（Ｂ）所定の操作によって「欠品処方一覧」を表示し、使用者の選択によって分包動作が
開始される。
【０１４４】
　以上説明した薬剤払出し装置１は、分配皿３５Ｒ、３５Ｌを有し、薬剤フィーダ８から
分配皿３５に散薬を供給し、一服用分ずつに分割して散薬が薬剤包装装置５３に投入する
ものであるが、分配皿３５Ｒ、３５Ｌを設けず、薬剤フィーダ８から一服用分ずつ散薬を
排出して薬剤包装装置５３に投入してもよい。
　また容器移動手段２８を設けず、作業者の手によって薬剤容器４を容器載置装置３６に
装着してもよい。
【符号の説明】
【０１４５】
１　薬剤払出し装置
３　操作表示部
４　薬剤容器
８　薬剤フィーダ
２８　容器移動手段
３５Ｒ、３５Ｌ　分配皿
３６　容器載置装置
３７　掻出装置
４０　監視カメラ（排出監視センサー）
４３　集塵袋
５０　振動台
５２　重量測定手段
５３　薬剤包装装置
７２　開口（薬剤排出部）
７３　蓋
７６　バキュームポンプ
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